[bookmark: _Hlk100160250]くまもと都市圏しごと学びＷＥＢライブ業務委託　契約候補者選定審査基準

くまもと都市圏しごと学びＷＥＢライブ業務委託における参加表明者の選定に関し、以下のとおり定めるものとする。

１　契約候補者の選定方法
[bookmark: _Hlk70670276]（１）　雇用対策課業務委託候補者選定審査会設置要綱（以下「設置要綱」という。）に規定する各審査員が、参加表明者から提出された提案書等及び説明動画等の内容に基づき、下記「２　評価の手順」に従い評価を行う。
（２）　評価合計の最高得点者を契約候補者として選定する。ただし、最高得点者が複数者いる場合は、その中から雇用対策課業務委託候補者選定審査会（以下「審査会」という。）の議決により選定する。
（３）　参加表明者が１者のみの場合であっても、（１）に示した評価を行うこととし、この場合において、各審査員の得点平均が５０点未満のときは契約候補者として選定しない。

２　評価の手順
（１）　事務局は、提案書受付時に提案金額が提案上限額以内であるかを確認し、上限額を超えている場合は、その提案書を失格とする。
（２）　審査員は、提案書類の記載内容を確認し、説明動画を視聴し審査を実施する。
（３）　審査員は、次に掲げる審査項目及び評価基準に基づき評価を行う。
（４）　事務局は、審査項目ごとに各審査員の採点を平均（小数点第２位以下切り捨て）し、合計した点数を参加表明者の得点とする。

【審査項目】
	評価項目
	評価のポイント
	配点

	１　基本事項
	〇　責任者・担当者の役割が明確であるか。
〇　業務を確実に実施できるスケジュールとなっているか。
〇　業務を円滑に運営できる人員配置・役割分担・組織体制となっているか。
	10満点

	２　キャリア教育支援講座の実施
	〇　提案内容の実施方法は適切か（実施手法・実施回数・タイムテーブル等）。
〇　講座が児童・生徒の興味を引き理解しやすい構成となっており、地元企業や経済情勢を効果的に伝えるための具体的な方法や工夫が盛り込まれているか。
〇　WEB配信において、安定した配信を確保するための方策を盛り込んでおり、効果的か。
〇　想定参加者数が、合理的根拠に基づき示されているか。
〇　学校向け広報の方法が具体的で、効果的と判断できるか。
○　登壇企業の選定にあたり、経済団体や民間企業との協力体制が確立されているか。
	25満点

	３　半導体特別講座の実施
	〇　講座が児童・生徒の興味を引きやすいよう、半導体に関する身近な例や体験的要素が効果的に取り入れられているか、また、その工夫が学習効果の向上に寄与する内容となっているか。
〇　学校向け広報の方法が具体的で、効果的と判断できるか。
	15満点

	４　各講座の動画制作
	〇　コンテンツ数や委託期間終了後も活用できる納品形式など、仕様書で定める要件を満たしているか。
〇　撮影案（絵コンテ等）により完成形のイメージが明確に示されており、動画の構成や演出に児童・生徒が自主的に視聴したくなる工夫が施されているか。
〇　制作した動画を広報や一般向けの発信に活用するための方策が適切かつ効果的に示されているか。
	25満点

	５　ファシリテーター・講師の選定
	〇　講師やファシリテーターの実績が十分か。
〇　講座の出演者が必要な場合は、出演者像の記載があり、その出演者が効果的か。
〇　出演者に対し資料の調製やデザインに対する支援が適切に行われるか。
	15満点

	６　講座後のフォロー体制
	〇　各講座実施後においても、学校でのキャリア教育の材料として利活用できる企画とし、利活用の具体的方法や学校での活用促進の方策が提示されているか
〇　児童・生徒が講座後も地場企業や社会状況について学び続けるための具体的な支援策が含まれているか。
	10満点

	
	合計
	100満点



【評価基準】
審査項目１～７について（各審査員が直接採点）
	
	10点満点
	15点満点
	25点満点

	きわめて優れている
	9～10
	13～15
	21～25

	優れている
	7～8
	10～12
	16～20

	普通
	5～6
	7～9
	11～15

	やや劣る
	3～4
	4～6
	6～10

	劣る
	1～2
	1～3
	1～5
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